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第１節 七尾児童相談所の概要 
 

１ 児童相談所の業務 

本県には中央、七尾と平成 18 年 4 月から金沢市を加えた、計 3 カ所の児童相談所が設置されており、県の児童

相談所は、主として次の業務を行っている。 
 

（１）市町の児童の福祉に関する業務の実施に関し、市町相互間の連絡調整、市町に対する情報の提供、その他必

要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 

（２）児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。 

（３）児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的、及び精神保健上の判

定を行い、これに基づいて必要な指導を行うこと。 

（４）必要に応じて、巡回して（２）～（３）の業務を行うこと。 

（５）児童の一時保護を行うこと。 
 
 

２ 管内の状況 

（１）人口・関係機関等 
 

表 1 人口・関係機関等                （令和７年 10 月 1 日現在） 

項    目 全    県 七尾児童相談所管内 

面     積（㎢） 4,190.94 1,982.68 

人     口（人） 1,089,858 153,845 

児 童 人 口（人） 150,734 15,579 

世  帯  数（戸） 476,724 66,420 

市 町 村 数 

市       11        4 

町  8  5 

村             －        － 

学

校

数

等 

保育所・幼稚園・認定こども園 376 57 

小 学 校 194 45 

小 中 一 貫 校 4 2 

中 学 校 85 19 

高 等 学 校 55 18 

盲ろう・特別支援学校 12 3 

警 察 署 数 12       4 

福祉に関する事務所 15       6 

 

（２）関係福祉施設 
 

表 2 関係福祉施設                     （全県分：令和 7 年 3 月 31 日現在） 

施 設 種 別 施設数 施 設 種 別 施設数 

乳 児 院 2 
障 害 児 入 所 施 設 

（福祉型・医療型） 
7 

児 童 養 護 施 設 7 
指定発達支援医療機関 

（筋ジストロフィー） 
1 

児 童 自 立 支 援 施 設 1 
指定発達支援医療機関 

（重症心身障害） 
3 
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３ 相談の種類 

 

相談の種類は、その内容によって次の 16 の相談種別に分類している。 

 

  表 3 相談の種類 

相 談 種 別 内             容 

養護 

児 童 虐 待 相 談 

児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する次の行為に関する相談。 

(1) 身体的虐待  

生命・健康に危険のある身体的な暴行 

(2) 性的虐待  

性交、性的暴力、性的行為の強要 

(3) 心理的虐待  

暴言や差別など心理的外傷を与える行為 

(4) 保護の怠慢・拒否（ネグレクト）  

保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為及び棄児 

そ の 他 の 相 談 

父又は母等保護者の家出・失踪、死亡、離婚、入院、稼動及び服役等による養育

困難児、迷子、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等児童虐待相談以外

の環境的問題を有する児童、養子縁組に関する相談 

保健 保 健 相 談 未熟児、虚弱児、小児ぜんそく、その他の疾患を有する児童に関する相談 

心身 

障害 

肢 体 不 自 由 相 談 肢体不自由児、運動発達の遅れを持つ児童に関する相談 

視 聴 覚 障 害 相 談 盲（弱視を含む）、ろう（難聴を含む）等視聴覚障害を持つ児童に関する相談 

言語発達障害等相談 音声や言語の機能障害、言語発達遅滞、注意集中力障害を持つ児童に関する相談 

重症心身障害相談 重症心身障害を有する児童に関する相談 

知 的 障 害 相 談 知的障害を有する児童に関する相談 

発 達 障 害 相 談 発達障害もしくは発達障害と同様の症状を呈する児童に関する相談 

非行 
ぐ 犯 行 為 等 相 談 虚言、浪費、家出、乱暴、性的逸脱等の問題行動に関する相談 

触 法 行 為 等 相 談 刑罰法令に触れる行為のあった児童に関する相談 

育成 

性 格 行 動 相 談 
反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力等 

性格行動上の問題をもつ児童に関する相談 

不 登 校 相 談 登校（園）できない、していない状態にある児童に関する相談 

適 性 相 談 進学や職業の適性、学業不振等に関する相談 

し つ け 相 談 幼児のしつけ、遊び等に関する相談 

そ の 他 の 相 談 上記のいずれにも該当しない相談 
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４ 児童相談の流れ 
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第２節 児童相談の状況 
 

１ 新規相談受付状況 

 

令和 7 年度中に受け付けた相談総件数は、450 件である。 

相談種別では、障害相談が 46.4％を占めている。次いで養護相談が 37.8％、育成相談が 11.8％と続き、非行相

談は 3.1％となっている。 

 

表 1 新規相談受付状況     （令和 7 年度）〔単位：人〕 

 

 

相 

談 

種 

別 

 

養 護 保

健

相

談 

障 

害 

相 

談 

非 行 育 

成 

相 

談 

そ

の

他

の

相

談 

 

 

合 

 

 

計 

児

童

虐

待 

そ

の

他 

ぐ

犯

行

為

等 

触

法

行

為

等 

人 

数 
129 41 － 209 5 9 53 4 450 

小 

計 
170 － 209 14 53 4 450 

構成比

(%) 
37.8 － 46.4 3.1 11.8 0.9 100.0 

 

 

２ 経路別相談受付状況 

 

令和 7 年度中に受け付けた相談件数の経路のうち「都道府県・市町村」からの相談が 31.3％、「家族・親戚」か

らの相談が 26.7％となっている。  

                                

表 2 経路別相談受付状況                                                    （令和 7 年度）〔単位：人〕 
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路 

 
 
 

児  
 
童 
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児 
童 
福
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指    
定 
医
療
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家 
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所 

保健所及び

医療機関 
学校等 

里     
 
 
 
 
親 

児
童
委
員 
⁀ 
通 
告 
の 
仲 
介 
を 
含 
む 
‿ 
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こ 
ど 
も 
家 
庭 
セ 
ン 
タ 
∣ 

そ 
 
 
 
の 
 
 
 
他 

保 
 
 
健 
 
 
所 

医 
 
療 
 
機 
 
関 

学 
 
 
 
 
 
校 

教 
 
育 
 
委 
 
員 
 
会 

人数 43 8 133 5 1 4 95 － － 1 22 1 1 － 120 3 2 11 450 

合計 43 141 5 1 4 95 － 1 23 1 － 120 3 2 11 450 

構成比(%) 9.6 31.3 1.1 0.2 0.9 21.1 － 0.2 5.1 0.2 － 26.7 0.7 0.4 2.4 100.0 
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３ 新規相談処理状況 

 

継続指導が 43.3％、助言指導が 37.9％、児童福祉施設等への措置（委託）は 2.0％である。 

 

表 3 新規相談処理状況                              （令和 7 年度）〔単位：人〕 
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人 数 173 198 6 3 2 7 － － 2 1 － － 65 457 

構成比

(%) 
37.9 43.3 1.3 0.7 0.4 1.5 － － 0.4 0.2 － － 14.2 100.0 

 

 

４ 養護相談処理状況 

 

養護相談のうち 3.53％が児童福祉施設への措置となっている。 

なお、相談理由の家族環境・虐待については、全国的に虐待相談が増加している中、当所においては養護相談件

数中、75.9%となっている。 

 

表 4 養護相談処理状況        （令和 7 年度）〔単位：人〕 

相談理由 

処 理 

家族環境 
その他 合 計 

構成比

(%) 虐待 

児 童 福 祉 施 設 措 置 4 2 6 3.5 

指 定 医 療 機 関 委 託 － － － － 

里 親 委 託 1 1 2 1.2 

面 接 指 導 120 29 149 87.6 

そ の 他 4 9 13 7.6 

計 129 41 170 100.0 

  

表 5 虐待に関する相談状況                          （令和 7 年度）〔単位：人〕 

          年齢 

分類 

0 歳～ 

3 歳未満 

3 歳～ 

学齢前 
小学生 中学生 

高校生 

・その他 
合 計 

身 体 的 虐 待 1 6 11 11 1 30 

性 的 虐 待 － － 1 1 － 2 

心 理 的 虐 待 17 15 22 16 11 81 

保 護 の 怠 慢 ・ 拒 否 2 3 6 4 1 16 

計 20 24 40 32 13 129 
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５ 判定の実施状況 

 

（１）医学判定 

   嘱託医は、療育手帳及び特別児童扶養手当に関する医学的診断や、一時保護した児童や施設に措置する児童

の医学的診断を行っている。また、医学的な見地から、児童本人や保護者に対する助言指導や、児童福祉司や

児童心理司へのスーパーバイズの役割も担っている。 

 

（２）心理判定 

   心理判定は、児童心理司が心理検査及び面接、行動観察等により児童の心理や知的能力等を理解し、児童の

援助の決定や相談・治療を進める上での資料とする。判定について相談種別で見ると、障害関係が多くを占め、

療育手帳や特別児童扶養手当等のための判定が大部分を占める。 

 

 

６ 療育事業 

   児童相談所では、個々の相談に応じて行う指導のほか、家庭訪問による療育支援や小集団による療育事業等 

  を実施している。 

 

（１）不登校児童宿泊等指導事業 

    児童には、小グループによる宿泊体験等を実施し、社会性や自我の発達を援助することによって、登校意

欲の向上を図る。 

    また、保護者には、子どもや家庭の悩み等を話し合う中で、子どもへの望ましい働きかけを自ら学べるよ

うに援助する。 
 
 

ア 宿泊指導 
 

     表 6 宿泊指導の状況                                                            （令和 7 年度） 

年 月 日 宿泊場所 活 動 内 容 参 加 児 童 担当職員 

実施なし ‐ ‐ 0 人 0 人 

  

イ 小グループ指導 
 

  表 7 児童グループ指導の状況                            （令和 7 年度） 

期   間 場 所 活 動 内 容 参 加 者 担当職員 

年 4 回 

能登中部 

保健ｾﾝﾀｰ 

・所外 

調理・レクリエーション 

・外出 
児童 延べ 11 人 

心理等 
7 人 

  

     表 8 保護者グループ指導の状況                           （令和 7 年度） 

期   間 場 所 活 動 内 容 参 加 者 担当職員 

実施なし ‐ ‐ 保護者 延べ 0 人 
心理等 
延べ 
0 人 
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（２） 発達遅滞児療育指導事業 

     就学前の発達遅滞児をもつ親とその子どもを対象に、心身の発達を促すことを目的に療育指導を行ってい

る。 

 

ア  保護者の集い 

      当所を利用している就学前の心身障害児の保護者が、就学や不登校についての理解を深める機会とする。 
 

表 9 保護者の集い                                                              （令和 7 年度） 

実施場所 実施年月日 内       容 参加人数 担当職員 

当 所 令和 7 年 7 月 14 日 
テーマ「就学を考えるつどい」 

（講 師）中能登教育事務所指導主事 
10 人 

福祉 6 人 

心理 3 人 

当 所 令和 7 年 10 月 3 日 
テーマ「先輩と語るつどい」（話題提供）知的障害児、

発達障害児の保護者 
6 人 

福祉 3 人 

心理 0 人 

 

７ 一時保護業務の状況 

 

児童福祉法第 12 条の 4 により、当児童相談所に一時保護所が設置されている。 

一時保護は､児童福祉法第 33条の規定に基づき、緊急保護、行動観察及び短期治療を目的とし実施している。 

一時保護を必要とする児童のうち、乳児は乳児院に委託するとともに、児童の状況により、他の児童福祉施

設や里親等に委託する場合もある。 

 

表 10 保護概況                                   （令和 7 年度） 

区分 
一時保護所 

委    託 
総 計 

乳児院 児童養護施設 その他 小 計 

実 人 員 延 日 数 実 人 員 延 日 数 実 人 員 延 日 数 実 人 員 延 日 数 実 人 員 延 日 数 実 人 員 延 日 数 

R6 年度 40 874 6 346 － － 6 411 12 757 52 1,631 

R7 年度 28 356 8 90 － － 9 137 17 227 45 583 

 

 


